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Ⅰ 香取市人口ビジョン（令和２年改訂版） 
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１．香取市の人口の現状 

 

（１）人口の推移 

 

 本市の人口（※１）は、1985（昭和 60）年の 93,573人をピークに、1995（平

成７）年以降減少の一途をたどっており、1995（平成７）年から 2015（平成 27）

年の間に 16,045人（17.15%）減少しています。また、今後も一貫して減少を続

けることが見込まれています。 

 

国勢調査結果より作成 

（※１）2006（平成 18）年以前は、合併前の佐原市、小見川町、山田町、栗源町の 

人口の合計 
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年齢区分別の人口は、年少人口（０～14 歳）および生産年齢人口(15～64歳)

が減少傾向にある一方で、老年人口(65歳以上)は増加傾向にあります。 

年少人口は 1980（昭和 55）年以降減少し続けており、2015（平成 27）年には

構成比 10.3%となっています。一方、老年人口は 1980（昭和 55）年以降増加し

続けており、2015（平成 27）年には構成比 30%を超えています。 

1990（平成２）年と 1995（平成７）年の間に、年少人口と老年人口とが逆転

し、急速に少子高齢化が進んでいます。 

 

国勢調査結果より作成 
 

国勢調査結果より作成 
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（２）自然増減の推移 

 

本市の人口の自然増減は、死亡数が出生数を上回る自然減の状況が続いていま

す。また、死亡数が増加傾向、出生数が減少傾向にあることから、自然減が拡大

しており、近年、その自然減の幅が拡大しています。 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」より作成 

※平成 26年調査から調査期間が４月１日～３月 31日から１月１日～12月 31日に変更となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成8年

（1996）

平成9年

（1997）

平成10年

（1998）

平成11年

（1999）

平成12年

（2000）

平成13年

（2001）

平成14年

（2002）

平成15年

（2003）

平成16年

（2004）

平成17年

（2005）

平成18年

（2006）

平成19年

（2007）

出生 774 783 734 732 678 670 688 659 667 623 573 553

死亡 860 905 871 951 901 895 911 951 900 949 919 981

自然増減 △ 86 △ 122 △ 137 △ 219 △ 223 △ 225 △ 223 △ 292 △ 233 △ 326 △ 346 △ 428

平成20年

（2008）

平成21年

（2009）

平成22年

（2010）

平成23年

（2011）

平成24年

（2012）

平成25年

（2013）

平成26年

（2014）

平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

令和元年

（2019）

出生 517 551 548 498 466 449 451 409 410 391 374 360

死亡 1,080 1,043 997 1,034 1,115 1,034 1,091 1,041 1,137 1,148 1,175 1,044

自然増減 △ 563 △ 492 △ 449 △ 536 △ 649 △ 585 △ 640 △ 632 △ 727 △ 757 △ 801 △ 684

774 783
734 732

678 670 688
659 667

623
573 553

517
551 548

498
466 449 451

409 410 391 374 360

860
905

871

951
901 895 911

951
900

949
919

981

1,080
1,043

997
1,034

1,115

1,034
1,091

1,041

1,137 1,148
1,175

1,044

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成

8年

（1996）

平成

9年

（1997）

平成

10年

（1998）

平成

11年

（1999）

平成

12年

（2000）

平成

13年

（2001）

平成

14年

（2002）

平成

15年

（2003）

平成

16年

（2004）

平成

17年

（2005）

平成

18年

（2006）

平成

19年

（2007）

平成

20年

（2008）

平成

21年

（2009）

平成

22年

（2010）

平成

23年

（2011）

平成

24年

（2012）

平成

25年

（2013）

平成

26年

（2014）

平成

27年

（2015）

平成

28年

（2016）

平成

29年

（2017）

平成

30年

（2018）

令和

元年

（2019）

自然増減の推移 出生 死亡 自然増減（人）



第２期 香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 人口ビジョン 

 

6 

（３）合計特殊出生率の推移 

 

１人の女性が一生に産む子どもの人数の平均である合計特殊出生率の推移で

すが、本市の場合、近年では 2010（平成 22）年に最も高い数値となり、その後、

2012（平成 24）年まで下降していましたが、2013（平成 25）年以降は横ばいの

状況となっています。全国との比較では、全国の合計特殊出生率は 2006（平成

18）年より上昇傾向にあり、本市は全国とは異なる推移をしています。また、千

葉県との比較では、2008～2011（平成 20～23）年は近似していたものの、2012

（平成 24）年以降は千葉県の合計特殊出生率を大きく下回っています。 

2018（平成 30）年においては、本市の合計特出生率は、1.17 であり、全国の

1.42、千葉県の 1.34 と比較すると低い値となっています。 

千葉県統計情報ホームページより作成 
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（４）未婚率の推移 

  

 出生率減少の要因の一つとして未婚化、晩婚化が指摘されています。 

 1995（平成７）年からの 30～40歳の未婚率を見ると、男性、女性とも未婚率

が上昇しています。特に本市の男性の未婚率は、国・県の数値を上回っています。

また女性についても、未婚率が大きく上昇していることから、未婚化、晩婚化が

進んでいることがわかります。 

 

国勢調査結果より作成 

国勢調査結果より作成 
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（５）社会増減の推移 

 

本市の人口の社会増減は、1996（平成８)年以降、転出数が転入数を上回る社

会減の状況が続いています。転出数については 2011（平成 23）年まで減少傾向

が続いていましたが、その後、横ばいの状況が続いています。転入については、

2013（平成 25）年まで減少傾向が続いていましたが、近年は、増加傾向にあり

ます。 

この転入の増加は、外国人の転入増加によるものです。 

社会減の状況は、近年縮小傾向にあります。 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」より作成 

※平成 26年調査から調査期間が４月１日～３月 31日から１月１日～12月 31日に変更となっ

ている。 
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〇近年の日本人、外国人における社会増減の推移 

 

 

 

〇香取市人口（日本人、外国人別） 

 

 

 

 

 

平成26年

（2014）

平成27年
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平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年
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令和元年
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転 入 1,498 1,454 1,541 1,543 1,427 1,413

転 出 2,051 1,889 1,985 1,920 1,892 1,781

増 減 ▲ 553 ▲ 435 ▲ 444 ▲ 377 ▲ 465 ▲ 368
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（６）年齢階級別・男女別の人口移動 

 

ア 人口の移動状況（年代別・男女別） 

 

男女とも 20～29 歳で転出が多く、特に 20～24 歳で大幅に転出超過となって

います。 

 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査(2018 年)」より作成 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査(2018 年)」より作成 

 

 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-70 80-84 85-89 90以上

転出 39 14 12 72 231 182 127 73 55 45 37 23 21 16 11 5 6 6 2

転入 54 20 6 31 179 173 138 98 56 37 36 18 24 26 17 6 7 5 4

増減 15 6 ▲ 6 ▲ 41 ▲ 52 ▲ 9 11 25 1 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 5 3 10 6 1 1 ▲ 1 2

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-70 80-84 85-89 90以上

転出 39 27 10 90 241 179 84 63 44 37 29 13 23 21 6 12 14 12 10

転入 53 23 8 38 135 124 97 66 34 20 28 16 18 11 8 10 12 11 6

増減 14 ▲ 4 ▲ 2 ▲ 52 ▲ 106 ▲ 55 13 3 ▲ 10 ▲ 17 ▲ 1 3 ▲ 5 ▲ 10 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 4

0

50

100

150

200

250

転出者数・転入者数（男性）
転出 転入

0

50

100

150

200

250

300

転出者数・転入者数（女性） 転出 転入



第２期 香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 人口ビジョン 

 

11 

イ 人口の移動状況（年代別総数） 

 

年齢階級別の人口の移動状況を見ると、男女ともに 10 代後半から 20 代まで

が転出超過となっており、若い世代が流出しています。しかし、2014（平成 26）

年においては転出超過となっていた 30代については、転入超過の状況になって

います。 

 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査(2018 年)」より作成 

0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90以上

男 15 6 ▲ 6 ▲ 41 ▲ 52 ▲ 9 11 25 1 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 5 3 10 6 1 1 ▲ 1 2

女 14 ▲ 4 ▲ 2 ▲ 52 ▲ 106 ▲ 55 13 3 ▲ 10 ▲ 17 ▲ 1 3 ▲ 5 ▲ 10 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 4

総数 29 2 ▲ 8 ▲ 93 ▲ 158 ▲ 64 24 28 ▲ 9 ▲ 25 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 0 8 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2

▲ 200
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（人）

転出超過

転入超過
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ウ 転入元、転出先の状況 

 

①都道府県単位 

 転入元、転出先とも、県内が最も多く、次いで茨城県、東京都の順になってい

ます。県内を含め、近隣都県内での移動が大多数を占めています。 

 転出超過（転入者＜転出者）となっている都道府県（千葉県も含む。）では、

千葉県が 131 人と突出し、次いで東京都 75 人、埼玉県 52 人の順となっていま

す。 

 

 

総務省「住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表（平成 30年）」より作成 
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②市区町村単位 

転入元、転出先ともに、上位３団体は、成田市、神栖市、千葉市です。 

また、転出超過については、千葉市、成田市が多くなっています。 

      

総務省「住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表（平成 30年）」より作成 

 

【参考】20代における転入先内訳 ｎ=611 人 【参考】20 代における転出先内訳 ｎ=833 人 

1 位 成田市 50人 ※東京都  54人   1 位 成田市 82人 ※東京都  133 人 

 2位 千葉市 36人  茨城県  94人   2位 千葉市 49人  茨城県  107人 

 3位 船橋市 18人  埼玉県  21人   3位 神栖市 37人  神奈川県 46人 

 4位 東庄町 17人  神奈川県 19人   4位 船橋市 28人  埼玉県  42人 

 5位 神栖市 17人             5位 市川市 26人 

 6位 銚子市 15人                         6位 富里市 24人 

 7位 市川市 14人                         7位 佐倉市 18人 
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総務省「住民基本台帳に基づく都道府県及び市区町村別詳細分析表（平成 30年）」より作成 

※転入超過： 転入者 ＞ 転出者 

 転出超過： 転入者 ＜ 転出者 
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（７）人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 

グラフの縦軸に自然増減、横軸に社会増減をとり、時系列でグラフ化しまし

た。 

自然増減、社会増減ともに、減少の状態が続いています。近年は、自然増減

の減少幅が大きく、社会増減の減少幅が小さくなっています。 

 

 

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」より作成 

※平成 26年調査から調査期間が４月１日～３月 31日から１月１日～12月 31日に変更となっ

ている。 
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（８）産業別就業者数 

 

就業者数の推移としては、1995（平成７）年をピークに人口の減少に伴って就

業者数も減少しています。産業別に見ると、第１次産業就業者数は 1985（昭和

60）年以降、一貫して減少しています。構成割合の推移を見ると、第３次産業就

業者の割合が増加傾向にあり、第１次、第２次産業従業者の割合が減少傾向にあ

ります。 

 

国勢調査結果より作成 

国勢調査結果より作成  

11,782 
8,951 7,068 5,920 5,689 4,779 4,211 

11,675 13,372 13,652 12,472 11,116 9,346 9,040 

23,312 
25,540 

27,487 27,588 27,036 
24,535 23,454 

46,769 47,863 48,207 
45,980 43,841 

38,660 36,705 

0

10,000
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昭和60年
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平成2年

（1990）

平成7年

（1995）

平成12年

（2000）

平成17年
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平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

産業別就業者数の推移

第1次産業就業者 第2次産業就業者 第3次産業就業者 合計
（人）

25.2 18.7 14.7 12.9 13 12.3 11.5

25
27.9

28.3 27.1 25.3 24.2 24.6

49.8 53.4 57 60 61.7 63.5 63.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

昭和60年

（1985）

平成2年

（1990）

平成7年

（1995）

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

産業別就業者構成割合の推移

第1次産業就業者 第2次産業就業者 第3次産業就業者（％）
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男女別産業別従業者数では、男女ともに、農業・林業、製造業、卸売業・小売

業への従事者数が多くなっています。また、男性では、建設業、製造業、運輸業・

郵便業、女性では卸売業、小売業、医療・福祉への従事者数が多くなっています。

全国平均と比較すると、農業、林業への従事者の割合が非常に高くなっています。 

なお、特化係数とは、本市と全国の産業従事割合を比較するための数値であり、

１を上回るものについては、全国平均の産業従事割合よりも高いことを示して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015（平成 27）年国勢調査より作成 

 

また、年代別の従事割合をみると、本市の基幹産業である農業・林業分野で

50代以上の割合が 2010年国勢調査同様に８割を超えていることから、同分野

において若い世代の従事割合を高めることが喫緊の課題となっています。 

 2015（平成 27）年国勢調査より作成 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

農業，林業
うち農業

漁業
鉱業，採石業，砂利採取業

建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業
医療，福祉

複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）
公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

産業別、年代別従事割合（男女合計）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

（％）
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２．将来人口の分析と推計 

（１）人口減少段階 

① 全国の人口減少段階 

人口減少段階は、一般的に「第１段階：老年人口の増加・総人口の減少」、「第

２段階：老年人口の維持・微減」「第３段階：老年人口の減少」の３段階を経て

進行するとされています。国立社会保障・人口問題研究所推計における全国の人

口減少段階は、おおむね 2040（令和 22）年までが第１段階、その後、2060（令

和 42）年までの 20 年間程度が第２段階、2060（令和 42）年以降が第３段階とな

ることが見込まれています。前回、総合戦略策定時の社人研推計値と今回推計値

を比較すると総人口が１億人を下回る時期は 2048（令和 30）年から 2053（令和

35）年に、老年人口割合（2065（令和 47）年）が 40.4％から 38.4％となり、人

口減少の速度や高齢化の進行度合いは緩和しています。老年人口のピークは

2042（令和 24）年で前回と同じです。 

指数 指数 指数 指数

平成27年

（2015）
127,095 100 15,945 100 77,282 100 33,868 100

令和7年

（2025）
122,544 96 14,073 88 71,701 93 36,771 109

令和17年

（2035）
115,216 91 12,457 78 64,942 84 37,817 112

令和27年

（2045）
106,421 84 11,384 71 55,845 72 39,192 116

令和37年

（2055）
97,441 77 10,123 63 50,276 65 37,042 109

令和47年

（2065）
88,077 69 8,975 56 45,291 59 33,810 100

令和57年

（2075）
78,564 62 8,119 51 40,427 52 30,018 89

令和67年

（2085）
70,381 55 7,262 46 36,109 47 27,011 80

令和77年

（2095）
63,125 50 6,450 40 32,512 42 24,162 71

（単位：千人）

総人口
年少人口
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全国の人口減少段階
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（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

【第1段階】
老年人口増加
年少・生産年齢人口減少

【第2段階】
老年人口維持・微減
年少・生産年齢人口減少

【第3段階】
老年人口減少
年少・生産年齢人口減少

（％）
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② 香取市の人口減少段階 

 国立社会保障・人口問題研究所推計の結果をもとに、本市の人口減少段階を

見ると、2020（令和２）年にかけて第１段階、その後、2030（令和 12）年までの

10 年間程度が第２段階、その後第３段階となることが見込まれます。この状況

からも、本市の人口減少傾向は、全国的な動向よりも 20年から 25年程度、早く

進行していくと考えられます。 
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（％）

【第3段階】
老年人口減少
年少・生産年齢人口減少

【全国】第2段階

【全国】第3段階
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（２）将来人口の推計 

平成 22年国勢調査を基準とした国立社会保障・人口問題研究所による前回推

計値と、平成 27 年国勢調査を基準とした平成 30 年３月推計値を比較すると、

生産年齢人口（15～64 歳）の減少が前回推計以上に進む予想となっていること

から、人口減少の速度が加速している状況です。また、2040（令和 22）年には

老年人口（65歳以上人口）が生産年齢人口（15～64歳）を上回る推計となって

います。 
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社人研による香取市の将来人口推計（前回と今回比較）
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【今回】平成30年3月　国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による推計値

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

令和37年

（2055）

令和42年

（2060）

令和47年

（2065）

総人口 77,499 71,794 65,991 60,253 54,596 48,870 43,343 38,257 33,582 29,295 25,317

0～14歳人口 7,992 6,752 5,760 4,982 4,301 3,757 3,263 2,794 2,382 2,029 1,745

15～64歳人口 43,853 38,260 33,789 29,778 26,201 22,146 19,003 16,421 14,137 12,253 10,519

65歳以上人口 25,654 26,782 26,443 25,494 24,094 22,967 21,076 19,042 17,064 15,013 13,053

【前回】平成27年総合戦略策定時　国立社会保障・人口問題研究所（社人研）推計値

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

令和37年

（2055）

令和42年

（2060）

総人口 78,003 73,178 68,098 62,924 57,719 52,423 47,259 42,455 37,975 33,817

0～14歳人口 8,093 6,811 5,859 5,101 4,576 4,164 3,739 3,273 2,814 2,423

15～64歳人口 44,301 39,535 35,683 32,166 28,887 25,070 22,160 19,813 17,763 15,759

65歳以上人口 25,609 26,832 26,556 25,657 24,256 23,189 21,360 19,369 17,398 15,635

今回推計値と前回推計値の増減

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

令和37年

（2055）

令和42年

（2060）

総人口 ▲ 504 ▲ 1,384 ▲ 2,107 ▲ 2,671 ▲ 3,123 ▲ 3,553 ▲ 3,916 ▲ 4,198 ▲ 4,393 ▲ 4,522

0～14歳人口 ▲ 101 ▲ 59 ▲ 99 ▲ 119 ▲ 275 ▲ 407 ▲ 476 ▲ 479 ▲ 432 ▲ 394

15～64歳人口 ▲ 448 ▲ 1,275 ▲ 1,894 ▲ 2,388 ▲ 2,686 ▲ 2,924 ▲ 3,157 ▲ 3,392 ▲ 3,626 ▲ 3,506

65歳以上人口 45 ▲ 50 ▲ 113 ▲ 163 ▲ 162 ▲ 222 ▲ 284 ▲ 327 ▲ 334 ▲ 622
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３．人口の変化が地域の将来に与える影響 

（１）人口減少による影響 

人口が減少することにより、様々な分野への影響が考えられます。 

 

《想定される影響》 

・地域経済や地域活力の低下 

・生産年齢人口の減少に伴う税収等の減少 

・税収等の減少による公共サービスの低下 

・少子高齢化に伴う社会保障費に係る将来の財政負担の増大 

・児童生徒数の減少により適正な学校規模の維持が困難 

・高齢化に伴う相互扶助力や地域防災力の低下 

・地域コミュニティの継続が困難となる地域が発生 

・空き家、空き店舗の増加による空洞化の進展  等 

 

 

                 

    

                              

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少

歳入の減少

地域経済の縮小

地域活力の低下

行政サービスの低下

住みやすさの低下

転出の増加

出生数の減少

人口減少が地域経済の縮小・地

域活力の低下に繋がり、その影

響により、さらに人口が減少す

るという負のスパイラルに陥

るリスクが高い。 
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【参考】市財政への影響 

 

人口減少社会がもたらす人口構造の変化は、市の財政に大きな影響を及ぼし

ます。以下は市税収入額と扶助費の推移を表していますが、平成 19 年度には、

三位一体改革による国から地方への税源移譲があったため、個人市民税の収入

が大きく増加し、一時的に市税収入総額が増加していますが、人口の減少や景気

の減速等の影響を受けて、平成 25年度には、市税収入総額で税源移譲前と変わ

りのない水準まで減少しました。近年は景気の回復等により市税も増加傾向に

ありますが、今後は生産年齢人口が減少することで、市税が減少する一方、老年

人口が増加するため、社会保障費などの扶助費が増大し、市の財政状況が悪化す

ることが懸念されます。 
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４．人口の将来展望 

（１）現状と課題の整理 

本市の人口は、1985（昭和 60）年の人口 93,573人をピークに、1995（平成 7）

年以降、減少の一途をたどっており、人口推計でも、今後も一貫して減少を続け

ることが見込まれています。 
 

 令和 22 年に人口構造が変わり生産年齢人口より老年人口が多くなる 
年齢区分別の人口は、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口(15～64歳)が、

減少傾向にある一方で、老年人口(65 歳以上)は増加傾向にあります。1990（平

成 2）年と 1995（平成 7）年の間に、年少人口より老年人口が多くなるなど、近

年、急速に少子高齢化が進んでいます。 

 また、今回の国立社会保障・人口問題研究所による人口推計においては、2040

（令和 22）年には、生産年齢人口より老年人口が多くなる推計となっています。 
 

 生産年齢人口が減少し人口減少が加速化 
生産年齢人口（15～64 歳）の減少が前回推計以上に進む予想となっているこ

とから、人口減少の速度が加速している状況です。 
 

 老年人口も令和２年以降減少段階 
老年人口も令和２年以降には、減少段階に入ることが予想されています。 
 

 若い世代、子育て世代の転出抑制、転入増加が必要 
年齢階級別の人口の移動状況を見ると、30 代については男女ともに転入超過

に変わっていますが、引き続き子育て世代の転出抑制、転入増加の取組が必要な

状況です。 

また、10代後半から 20代までは、転出超過の状況が続いており若い世代が流

出しています。 

転出先は、千葉市と成田市、神栖市への転出と東京圏（東京都・神奈川県・埼

玉県及び船橋市、市川市など東京近郊の自治体）への転出が多い状況です。 
 

 合計特殊出生率も国、県平均を下回る 1.17 
本市の合計特殊出生率は、2018（平成 30）年で、1.17であり、千葉県 1.34や

国 1.42の数値を下回っています。また未婚率についても、継続して上昇してい

ます。 
 

 以上のように、本市では人口減少が進行し、少子化、若者、子育て世代の流出、

生産年齢人口の減少加速、高齢化人口と生産年齢人口の逆転など人口構造に大

きな変化が発生しようとしています。 

 

 

若者や子育て世代などの転出抑制と転入促進 

更には出生率の向上 

人口減少への対応は待ったなしの課題 
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（２）目指すべき将来の方向 

 

 今回の本市人口の現状分析や将来見通しにおいても、生産年齢人口の減少が

前回推計以上に進み、人口減少が更に進む予測となっていることから、人口減少

対策は引き続き待ったなしの状況となっています。 

人口減少により想定される地域社会への影響を抑えるためには、若者や子育

て世代などの転出抑制と転入促進、更には出生率の向上により、生産年齢人口の

減少に歯止めをかけ、人口構造を維持していくことが必要です。 

一方で、避けることができない超高齢化社会・人口減少社会を前提とした、効

率的かつ効果的な社会基盤づくりの視点を持つ必要があります。 

これらの実現には、一時的な事業の取組による成果では難しいことから、前回

の総合戦略の４つの基本目標を引き継ぎ、具体的な取組内容について追加、改定

を実施し、継続的に取り組んでいくこととします。 

 

①地域における安定した雇用を創出 
 企業誘致や創業支援により、若者および子育て世代の希望を叶える働き方や雇

用の場を創出し、人口流出に歯止めをかけるとともに、市の基幹産業である農林

畜産業をはじめ、商業・工業・観光などの活性化により、地域経済がにぎわい、

人が集う、活力あるまちづくりを進めます。 

 

②定住と香取市への交流・移住を促進 
 魅力あるまちづくりを推進することにより、定住人口の減少を食い止めるとと

もに、関係人口の創出と交流人口の増大を図り、移住へとつながるような情報発

信や支援を行い、新しい人の流れを創出します。 

 

③若い世代の出産・子育ての希望をかなえるための環境を整備 
 若い世代の出産・子育ての希望を実現させるとともに、少子化に歯止めをかけ、

地域全体が子育てに関心を持ち、子供が健やかに成長できるまちを推進します。 

 地域の宝である子供を産み、育てていきたいという意識を抱けるまちをつく

り上げていけるよう親への支援の充実、子育て環境の充実、地域による子供の見

守りなどの子育て支援を実施することにより、子育て世代の転出抑制と転入促

進、出生率の向上を図ります。 

 

④時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域

と地域の連携を促進 
 人口減少、少子・高齢化社会においても、人々が地域で、元気に安心して暮ら

せるよう支え合い、助け合いの力を大切にした市民協働の地域づくりや地域連

携による魅力的な地域圏の形成を進めるとともに、地域防災体制の充実を図り、

安心して暮らすことのできるまちづくりを進めます。 
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（３）香取市人口の将来展望 

 

 国の長期ビジョン及び本市の人口に関する推計や分析、調査などを考慮し、

本市が将来目指すべき人口規模を次のとおり展望します。 

 

【将来展望】 

2045 年（令和 27 年）に、 

人口 53,000 人程度の維持 

を目指します。 

 

将来展望に掲げる、人口 53,000人程度の維持を達成するため、次の目標を

掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①若い世代の希望を叶える多様な就労環境の実現による 

人口の流出抑制  
 

 高校・大学卒業後の年代（10代後半～20代前半）の希望を叶える多様な働き方

や雇用の場を創出し，Ｕターンや Iターンの促進をすることで定住性を高め，当

該年齢層の転出率を改善します。 

②子育て世代の転出抑制と転入促進 

20代後半から 40 代後半のいわゆる子育て世代が、安心して妊娠・出産・子育

てをすることができる地域環境の充実を図ることで、転出を抑制し、転入を促進

します。 

 

 

③合計特殊出生率の上昇 

合計特殊出生率を段階的に上昇させます。 

数値目標として、2035（令和 17）年に「1.40」を達成し、その維持を図りま

す。 
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平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

総人口 77,499 72,590 69,120 65,226 61,327 57,124 52,846

年少人口（0～14歳） 7,992 6,821 6,173 5,703 5,301 4,908 4,473

生産年齢人口（15～64歳） 43,853 38,663 36,068 33,271 30,678 27,229 24,551

老年人口（65歳以上） 25,654 27,106 26,879 26,252 25,347 24,987 23,822

年少人口（0～14歳） 10.3% 9.4% 8.9% 8.7% 8.6% 8.6% 8.5%

生産年齢人口（15～64歳） 56.6% 53.3% 52.2% 51.0% 50.0% 47.7% 46.5%

老年人口（65歳以上） 33.1% 37.3% 38.9% 40.2% 41.3% 43.7% 45.1%

◇香取市の人口の推移（将来展望） 

➡合計特殊出生率の上昇及び政策誘導により人口減少を改善 

【国立社会保障・人口問題研究所による推計人口】 

【本市独自推計（合計特殊出生率の上昇+政策誘導）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,499
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平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

総人口 年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）
【社人研】総人口 【社人研】年少人口

（0～14歳）

【社人研】生産年齢人口

（15～64歳）

【社人研】老年人口

（65歳以上）

（人）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

総人口 77,499 71,794 65,991 60,253 54,596 48,870 43,343

年少人口（0～14歳） 7,992 6,752 5,760 4,982 4,301 3,757 3,263

生産年齢人口（15～64歳） 43,853 38,260 33,789 29,778 26,201 22,146 19,003

老年人口（65歳以上） 25,654 26,782 26,443 25,494 24,094 22,967 21,076

年少人口（0～14歳） 10.3% 9.4% 8.7% 8.3% 7.9% 7.7% 7.5%

生産年齢人口（15～64歳） 56.6% 53.3% 51.2% 49.4% 48.0% 45.3% 43.8%

老年人口（65歳以上） 33.1% 37.3% 40.1% 42.3% 44.1% 47.0% 48.6%
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Ⅱ 第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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１．基本的な考え方  

（１）策定の趣旨 

急速に進む少子化と、それがもたらす人口減少に歯止めをかけ、将来にわた

って活力ある日本社会を維持していくために、国は、平成26年にまち・ひと・

しごと創生法を制定しました。同年12月には、2060（令和42）年に１億人程度

の人口維持をめざした長期ビジョンとその取組をまとめた総合戦略を策定し、

地方公共団体もこれを勘案して地方版総合戦略を策定することが努力義務とさ

れました。 

本市においても、平成27年12月に香取市人口ビジョンおよび香取市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定し、令和元年までの５年間を計画期間として、

少子化や人口減少対策に取り組んでいます。 

 平成30年３月の国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）

の推計によると、本市の人口は、2045（令和27）年に43,000人程度まで減少

し、さらに2060（令和42）年には30,000人程度になると推計されています。 

少子化や人口減少への取組は、一時的な取組で成果を求めることが難しい息

の長い政策です。これまでの本市総合戦略で根付いた意識や取組を令和２年度

以降も継続し、「継続を力にする」という姿勢で現行の枠組みを維持し、第２

期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定します。 
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（２） 総合戦略の位置づけ 

総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）に基づ

き、国・県が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略を踏まえるほか、香取

市人口ビジョン（以下、人口ビジョンという。）を勘案して策定するもので

す。 

また、総合戦略は、平成30年に策定した第２次香取市総合計画前期基本計画

においても重点プロジェクトとして位置付けており、市の将来都市像である

「豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取 ～人が輝き 人が集うま

ち～」を実現するため、地域経済の低迷、少子高齢化の進行など、本市を取り

巻く厳しい環境の中において、「住みたい」「住み続けたい」と思える魅力ある

まちづくりに向けた施策を積極的に推進していくことにより、人口ビジョンに

おいて定める目標人口に向けて、人口減少に歯止めをかけることを目的とし、

具体的な施策をまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．対象期間  

総合戦略の対象期間は、令和２年度から令和４年度までの３年間とします。  

 

 

 

 

 

 

第２期 香取市 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

【計画期間：R2～R４年度】 

基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期基本計画 

【計画期間：H30～R４年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次香取市総合計画 基本構想 【計画期間 H30～R9 年度】 

 

 

 

豊かな暮らしを育む 歴史文化・自然の郷 香取 

～人が輝き 人が集うまち～ 

【将来都市像】 

重点プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

●多様な働く場づくりプロジェクト 

●人を惹きつけるまちづくりプロジェクト 

●安心・安全な子育て環境づくりプロジェクト 

●次世代へ続く地域づくりプロジェクト 

１地域における安定した雇用を創出 

２定住と香取市への交流・移住を促進 

４時代にあった地域の創造 
～安心な暮らしを守るとともに、 

地域と地域の連携を促進～ 

３出産・子育て環境の整備 
～若い世代の希望をかなえる環境の整備～ 

令和２年度

（2020年）

令和３年度

（2021年）

令和４年度

（2022年）

３年間 
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３．香取市の現状と課題 

 （１）香取市の現状と今後の予測 

本市の人口（合併以前の値は旧佐原市、旧小見川町、旧山田町、旧栗源町の

人口の合計）は、1985（昭和60）年の人口93,573人をピークに1995（平成７）

年以降減少の一途をたどっており、近年も毎年1,000人程度、減少している状

況です。 

人口動態を2014（平成26）年から2018（平成30）年の５ヵ年で見ると、自然

増減（出生・死亡）は出生の減少と死亡の増加が顕著となっており、５ヵ年の

自然増減数の平均は年720人のマイナスとなっています。 

また、社会増減（転入・転出）については、1997（平成９）年以降、転入

数、転出数ともに減少傾向にありましたが、近年は転出について横ばいの状

況、転入について増加の傾向にあり、社会減の幅は縮小しつつも、転出数が転

入数を上回る社会減の状況は続いており、５ヵ年の社会増減数の平均は年253

人のマイナスとなっています。 

その中で、2018（平成30）年の人口動態では、一部、30歳から39歳の区分

で、これまでの転出超過から転入超過に転じましたが、引き続き転出抑制、転

入増加の取組が必要です。なかでも、15歳から29歳の区分は約300人の転出超

過で、特に20歳から24歳の年齢区分では158人の転出超過となっています。ま

た、2018（平成30）年時点の本市における合計特殊出生率（１人の女性が一生

に産む子どもの平均数）は1.17となっており、国の1.42、県の1.34を大きく下

回っています。 

人口減少の影響は、地域経済や地域活力の低下、税収等の減少による公共サ

ービスの量的な低下や地域コミュニティの継続が困難となる地域が発生するこ

となど、様々な面で市民生活に不安な要素や影響を及ぼすこととなります。 

地域の活力や地域経済活動の健全な維持・継続を担保するためには、若い世

代や子どもを産み育てる世代などを含め、年齢別人口のうち労働力の中核をな

す生産年齢人口（15～64 歳）の増減が大きく影響しますが、依然として、そ

の転出超過に歯止めがかかっていない状況にあります。 

今後の本市の人口は、社人研の推計によると、2040（令和22）年には、生産

年齢人口と老年人口が逆転し、2045（令和27）年には、2015（平成27）年と比

較し、わずか30年で約34,000人減（△44％）の43,343人になるとされていま

す。 

 このような状況から、人口ビジョンでは、政策誘導により生産年齢人口の維

持と人口流出の縮小を図るとともに、合計特殊出生率の段階的な引き上げ効果

を勘案し、2035（令和17）年には、その率が1.40になると設定するなど、2045

（令和27）年の時点で約53,000人程度の人口確保を目指しています。 

したがって、この総合戦略では、人口減少に歯止めをかけるとともに、人口

が一定規模の減少となっても、健全な地域社会として維持・継続できるまちづ
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くりを目指すため、必要な措置を講じることとします。 

 

◇香取市の人口の推移（将来展望） 

→合計特殊出生率の上昇及び政策誘導により人口減少を改善 

香取市人口ビジョンより 

 

（２）人口減少対策を実施する上での課題 

人口ビジョンで示すとおり、本市においては、社会動態の減少（特に高校・

大学卒業時点における人口の流出）、自然動態の減少（出生率の低下）のほ

か、生産年齢人口の減少、晩婚化・未婚化の進行等の影響による人口減少の進

行が明らかとなっており、これらに加え、働く場、雇用の場が少ないことや少

子高齢化等による地域経済の停滞、子育て世代の経済的負担感の増大、中心市

街地の空き家・空き店舗・空き地の増加など人口減少対策を実施する上で想定

される課題が浮き彫りとなっています。 
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４．策定にあたっての基本的視点  

総合戦略の策定にあたり、人口ビジョンや現状と課題等の考察を踏まえ、次の

３つを基本的視点とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東京圏や近隣都市への人口流出に歯止めをかける  

若年層の転出が著しく、結婚・妊娠・出産・子育て支援の対象者自体が減り続

けている本市の状況から、その定住促進は、最も重要な課題であるため、定住に

効果的な雇用の創出などの「しごとの創生」を図るほか、東京圏等からの新しい

人の流れをつくるため、地方ならではの就労機会の創造や人材の確保と育成など

の施策を積極的に展開する「ひとの創生」に努め、人口流出に歯止めをかける好

循環をつくり、香取市に住み、働き、豊かな生活を送りたい人を増やし、その希

望をかなえる環境づくりを目指します。 

 

（２）若い世代の就労と、結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現する  

人口減少を克服するためには、若い世代が安心して働き、希望どおり結婚し、

子育てのできる社会経済環境の維持・継続をすることが重要です。日々、何気な

い暮らしの中で、子育てすることを幸福であると感じることが出来るよう、一つ

ひとつ、子ども・子育てにやさしいまちをつくります。 

 

（３）地域の特性に即して地域課題を解決する  

人口減少に伴う様々な地域社会の変化に対応するため、香取市全体はもとより、

市内各地域及び各主体において直面する課題を明確にするほか、具体的な解決方

策を段階的に講じることにより、地域社会及び市民一人ひとりの心豊かな暮らし

の確保を図ります。 
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５．基本目標  

当戦略の基本的な考え方で示したとおり、これまでの総合戦略で根付いた意

識や取組を継続して実施するため、現行の枠組みを踏まえ、以下のとおり、４つ

の基本目標を継続して設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

とりわけ、具体的な取組に際し、より実効性を担保するため、次のとおり、新

たな視点等を取り入れるほか、２期目の戦略であることに鑑み、その立ち位置

（方向性）を明確にします。 

 

●新たな視点等の取り入れ 

 ４つの基本目標に向けた取組を実施するにあたり、国が示す新たな視点を踏

まえるほか、地域連携による施策を取り入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域における安定した雇用の創出 

（２）定住と香取市への交流・移住の促進  

（３）出産・子育て環境の整備  

～若い世代の希望をかなえる環境の整備 ～ 

（４）時代にあった地域の創造  

～安心な暮らしを守るとともに、地域と地域の連携を促進 ～ 

 香取市へのひと・資金の流れを強化 

・ 将来的な地方移住にもつながる関係人口の創出 

・ 企業や個人による寄附等を用いた資金の流れを創出 

 新しい時代の流れを力にする 

・ Society5.0 の実現に向けた新たな技術の活用 

・ SDGsを原動力とした地方創生 

 人材を育て活かす 

・ 人材の掘り起こしや活躍を支援 

 民間と協働する 

・ NPOなどの地域づくりを担う組織や企業との連携 

 誰もが活躍できる地域社会をつくる 

・ 女性、高齢者、障害者、外国人等の誰もが居場所と役割を持ち、活躍を

できる社会の実現 

 地域経営の視点で取り組む 

・ 限られた財源の中での「選択」と「集中」による効果的な事業の推進 

・ ストック活用・マネジメント推進へ 

 地域連携による魅力的な地域圏の形成 

・ 地域資源を活用した地域連携による地域活性化や生活機能等の強化 
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●第２期総合戦略の方向性 

少子化や人口減少への取組は、一時的な取組で成果を求めることが難しい息

の長い政策であることから、これまでの総合戦略で根付いた意識や取組を継続

し、「継続を力にする」姿勢で施策を推進します。 

また、市民の活動や意識とのかい離が生じないよう、具体的な取組を一つひと

つ検証し、より充実した施策へと再構築するほか、戦略全体の取組を牽引する重

点事業を選定し、取組の達成状況を分かりやすくするとともに、計画的かつ段階

的な施策の展開に努めます。 

 

 

 

 

 

６．香取市における SDGs の目標 

持続可能な開発目標（SDGs）は、ミレニアム開発目標（MDGs。2001（平成

13）年策定）の後継として、2015 （平成27）年９月の国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」に掲載された2016（平成

28）年から2030（令和12）年までの国際目標です。持続可能な世界を実現する

ため、17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取

り残さない（leave no one behind）ことを誓うなど、発展途上国のみなら

ず、先進国自身もが取り組むユニバーサル（普遍的）なものとして、今後の国

の政策上、極めて重要な位置づけを持ち、積極的に取り組む事項となっていま

す。 

したがって、この総合戦略においても、持続可能な開発目標（SDGs）のターゲ

ット達成につながる施策の展開が重要な役割を果たすと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これまで実施してきた施策内容をより一層充実・強固なものへ 

  取組の中でも特に重視する「重点事業」を設定 
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Plan 

（KPI 設定） 
Do 

（施策実行） 

Check 

（KPIによる評価） 

Action 

（ 改善の 

実施） 

７．施策目標の設定と検証の枠組み 

 計画的かつ柔軟な施策の展開を図るため、以下のとおり、各施策について、具

体的な目標を設定するほか、達成状況の把握に伴う検証の枠組みを定めること

とします。 

 

  
 施策の基本目標については、人口ビジョンを踏まえ、実現すべき成果（アウ

トカム）を重視した数値目標を設定する。 

 講ずべき施策の基本的方向と具体的な施策を盛り込み、具体的な施策ごとに

客観的な重要業績評価指標（KPI）を設定する。 

 設定した数値目標等を基に、実施した施策・事業の効果を外部有識者等の参

画により検証し、必要に応じて総合戦略の改訂を行うことにより、PDCAサイ

クルを確立する。また、基本目標を達成するために、取り組む施策の基本的

方向と主な取組及びその重要業績評価指標（KPI）を設定する。 
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８．具体的な施策・事業と重要業績評価指標（KPI） 

 当戦略の具体的な施策・事業（主な取組）及び重点事業は、４つの基本目標の

実現に向けて、次の一覧表のとおりとします。 

 また、具体的な施策・事業を展開する際の数値目標、基本的方向、重要業績評

価指標（KPI）及び主な取組内容を以下に示します。 

 なお、個別の施策・事業には、SDGsの 17のゴールのうち、関係する項目を図

示することとします。 
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◎総合戦略の施策・事業（主な取組）一覧 

 ※（新）・・・新規に実施する事業 

基本目標 施策 
重点 

事業 主な取組 

（１）地域にお

ける安定した

雇用の創出 

① 活力に満ち、

魅力ある農林畜

産業を実現する

まち 

 ア 人・農地プランの作成支援と集落営 

農の推進 

 イ 農業後継者新規就農助成事業 

 ウ 農産物等販売促進協議会事業 

 エ 農業振興資金利子補給事業 

 オ 基盤整備等の推進 

〇 カ 農業経営の基盤強化や法人化、企業参入

の推進 

〇 キ 園芸農産振興、６次産業化による高収益

型農業の推進 

〇 ク 地域的な特性を持つ農産物等のブラン

ド化に向けた取組 

 ケ 有害鳥獣対策 

 コ（新）森林環境の整備 

②企業誘致の推

進や創業等への

支援 

〇 ア 企業誘致事業 

〇 イ（新）空き公共施設等への企業誘致の推

進 

 ウ（新）商業施設誘致促進事業 

 エ（新）誘致可能な用地の確保 

 オ 中小企業の新規開業資金への支援の実 

施 

〇 カ（新）創業支援事業 

 キ（新）市内企業への就職を促進 

③中小企業の活

性化支援や商業

団体の育成、支

援  

 ア 商業活性化支援事業 

〇 イ 空き店舗対策事業 

 ウ 中小企業者の経営体質の強化 

〇 エ（新）事業承継支援事業 
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基本目標 施策 
重点 

事業 主な取組 

（２）定住と香

取市への交流・

移住の促進 

①住環境面から

の定住・移住推

進体制の整備 

〇 ア 空き家バンク事業 

 イ 移住・定住者向け支援事業 

②特色ある学校

教育の推進 

 ア 地域特性活用教育推進事業 

 イ 農業体験を通じての学校教育の取組 

③観光資源の連

携による回遊性

の向上及び中心

市街地の活性化 

 
ア 香取市版 DMO（観光づくりプラットフォ

ーム）との連携 

 イ 戦略的プロモーションの推進 

〇 ウ 外国人観光客等誘致事業 

〇 エ（新）観光商品開発事業 

〇 オ 観光振興を担う人材の育成 

 カ 成田空港へのバス定期運行の検討 

 キ 街なみ環境整備事業 

〇 ク 複合公共施設整備事業 

〇 ケ 橘ふれあい公園整備事業 

 コ 観光客の滞在時間の延長 

④新たな都市と

農村交流の潮流

を創出 

 ア 香取のふるさとまつり事業 

 
イ ふるさと農園運営事業及び滞在型市民

農園運営事業 

 
ウ 道の駅くりもと紅小町の郷を中心とし

た交流・体験事業 

〇 エ 移住者向け情報発信事業 

 オ 移住・定住者向け支援事業【再掲】 
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基本目標 施策 
重点 

事業 主な取組 

（３）出産・子

育て環境の整

備 ～若い世

代の希望をか

なえるための

環境を整備～ 

①子育て家庭へ

の経済的負担の

軽減 

 ア 不妊治療費助成事業 

〇 イ 子ども医療費助成事業 

 ウ ひとり親家庭医療費等助成事業 

②出生率の向上 〇 ア 産科クリニック等誘致事業 

 イ 第３子支援制度（保育料の軽減） 

③地域における

子育て支援体制

の充実 

 ア 放課後児童クラブ施設整備・運営事業 

 イ ファミリーサポートセンター事業 

 ウ 一時預り事業 

 エ 家庭児童相談室設置運営事業 

 オ 地域子育て支援センター事業  

 カ 子ども・子育て支援事業 

 キ 母子・父子福祉推進事業 

〇 ク 幼保一元化施設整備事業 

〇 ケ 子育て世代包括支援センター運営事業 

④保健機能の充

実 

 ア 健康医療電話相談サービス事業 

〇 イ 乳児家庭訪問事業 

 ウ ママパパ教室事業 

 エ 発達相談事業 
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基本目標 施策 
重点 

事業 主な取組 

（４）時代にあ

った地域の創造

～安心な暮らし

を 守 る と と も

に、地域と地域

の連携を促進～ 

①市民協働によ

る地域づくり 

〇 ア 市民協働まちづくり活動事業 

 イ 地域振興事業 

②公共交通の利

便性の向上 

 ア バス路線運行事業 

 
イ 循環バスの利便性の向上及び乗合タク

シー運行事業 

〇 ウ バスターミナル整備事業 

 エ 鉄道の利便性の向上 

③ごみ処理体制

の充実 

 ア ごみ出し困難者対策事業 

 イ 循環型社会の確立 

〇 ウ（新）ごみ処理施設整備 

④再生可能エネ

ルギーの利活用 

 ア 太陽光発電施設運営事業 

 イ 低炭素社会の創出 

⑤安心・安全な

水の安定供給 

〇 ア（新）水道事業の広域連携の推進 

 イ（新）老朽化した水道施設の更新 

⑥公共施設スト

ックマネジメン

トの強化 

 
ア 公共施設等総合管理計画の推進および

更新 

〇 イ 複合公共施設整備事業【再掲】 

〇 
ウ（新）空き公共施設等への企業誘致の推

進【再掲】 

⑦小中学校の再

編及び施設整備 

 ア 学校等適正配置計画実施プランの推進 

 イ スクールバスの運行 

 ウ（新）長寿命化改修事業等の実施 

⑧安心で安全な

まちづくり 

 ア 交通安全対策施設整備事業 

 イ 防犯対策事業 

 ウ 防災対策事業 

〇 エ 地域防災力の向上 

⑨高齢者の健康

長寿に向けた取

組 

 ア 介護予防事業 

 イ 予防接種事業 

 ウ 市民主体の健康づくり活動の促進 

⑩地域間交流と

近隣自治体等と

の連携 

 ア 広域交流・連携事業 

 イ 姉妹都市等交流事業 

 ウ 高校・大学等との連携事業 
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基本目標 施策 
重点 

事業 主な取組 

（４）時代にあ

った地域の創造

～安心な暮らし

を 守 る と と も

に、地域と地域

の連携を促進～ 

⑪歴史と文化を

活かしたまちづ

くり 

 
ア 伝統文化の継承と文化財の維持 

 イ 文化遺産・指定文化財等の利活用の推

進 

 
ウ 伊能忠敬記念館の機能拡充 
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（１）地域における安定した雇用を創出 

 

【数値目標】 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

新規就農者数（農業経営体育成セ

ミナー受講者数）（3 年間累計） 
36 人 - 

誘致企業数※ 3 件 - 

※計画期間内に市の企業立地促進条例に基づく対象事業者として新たに指定を受けた

企業数 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本的方向》  

少子高齢化の進行や生産年齢人口が減少していくなか、本市が持続的に成

長していくためには、これからの社会を支える若者が、それぞれの働く場や

地域で活躍し、その能力を有効に発揮できるよう、場所や機会等の創出に取

り組むことが重要です。 

特に、成田国際空港のある成田市や鹿島臨海工業地帯のある茨城県神栖市

など近隣市への若年層の転出が顕著となっている現状から、若年層の転出を

減少させるため、住み慣れた地元で安心して家庭を築くための働く場を創出

し、生活の礎となる所得が十分に得られる雇用環境等の充実が不可欠となり

ます。 

このような状況から、基幹産業である農業はもちろん、多様な地域資源を

活用した観光等における活躍の機会を創出するなど、本市の強みを活かしな

がら、それぞれの産業に携わっている事業者がやりがいと豊かさを実感でき

る、活力ある産業を育むとともに、企業・産業誘致や創業への支援措置を講

じるなど、産官学金が力を集結し、魅力ある仕事、雇用機会の創出に取り組

みます。 

(１) 地域における安定した雇用を創出 
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① 活力に満ち、魅力ある農林畜産業を実現するまち              

次世代農業の担い手、後継者を育成・確保するための取組を行うとともに、若

者の就労先としての選択肢となるような活力に満ち、魅力ある農林畜産業を実

現するため、生産力の強化、生産販売体制の整備、農畜産物のブランド化及び販

路の拡大を推進し、収益性の高い農業経営を確立するための支援に取り組みま

す。  

  

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

人・農地プラン作成数 70 件 55 件 

農業法人数（集落営農法人化数及び

新規参入企業数・３年間の累計） 
３法人 － 

香取ブランド認定数 23 品 12 品 

 

（主な取組内容） 

 

ア 人・農地プランの作成支援と集落営農の推進 

 地域農業の将来像を集落で話し合い、中心となる担い手を明確化し、その担い

手に農地集積を促進する、人・農地プランの作成（見直し）を支援するとともに、

農業生産を共同化させる集落営農の取組を推進する。 

 

イ 農業後継者新規就農助成事業 

農業後継者の確保及び新規営農者の営農意欲向上を図り、基幹産業である農

業を維持するため、農業界、産業界、金融機関と連携して農業経営体育成セミナ

ーの受講を促進するとともに、新規参入者への支援を行う。  

 

ウ  農産物等販売促進協議会事業  

市内農産物のブランド化・販路拡大を図るため、残留農薬検査の実施費用の補

助を行うとともに、農産物 PRイベントや特産品開発事業等を実施し、市内農産

物の安心・安全性を理解してもらい、産地の知名度を向上させる。 

 

エ  農業振興資金利子補給事業 

安定的な農業経営を実現するため、農業制度資金の利便性の向上を図りなが

ら、市、金融機関に相談窓口を設置し、資金融資と利子補給を行う。 
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オ 基盤整備等の推進 

 米の生産コストの縮減や高収益作物への転換のため、基盤整備等の条件整備

を積極的に支援し、農地の大区画化・汎用化や農道、農業用施設の整備を進める

とともに、生産活動等が継続できるよう、多様な人々の参画による地域資源の保

全活動等を支援する。 

 

 

カ 農業経営の基盤強化や法人化、企業参入の推進 

意欲ある担い手への農地集積・集約化を加速させるため、農地バンク（農地中

間管理機構）の活用を進める。また、集落営農組織の法人化を推進し、持続でき

る経営体をつくることにより、安定した就労の場として新規就農者等の増加を

図る。これに加え、多様な担い手である企業参入を促進し、担い手不足や耕作放

棄地の解消に対応する。 

 

 

キ 園芸農産振興、６次産業化による高収益型農業の推進 

高収益型の農業を推進するため、契約栽培による安定収入、施設園芸や果樹に

よる高収益化を支援し、更に６次産業化による付加価値化を推進する。 

 

 

ク 地域的な特性を持つ農産物等のブランド化に向けた取組 

地域的な特性を持つ農産物等の生産振興に取り組むとともに、「ちば香取のす

ぐれもの」ブランド化の知名度を向上させる。 

 

ケ 有害鳥獣対策 

有害鳥獣による農作物等の被害を防止し、営農意欲と生活環境の向上を図る

ため、被害状況の積極的な把握と駆除対策を推進する。また、狩猟免許者の育成

等を促進する。 

 

コ （新）森林環境の整備 

 間伐等による適切な森林整備や保全を推進するため、森林環境贈与税などの

活用について検討する。 
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② 企業誘致の推進や創業等への支援                        

地域経済の基盤となる企業の誘致により、市内で働く意欲が湧く様々な業種

や職種の雇用の場を確保し、若者の定住促進に効果的な雇用環境の改善に取り

組みます。 

また、市・金融機関・商工会議所・商工会等との協働による地域産業の創出に

取り組み、新たに事業を行う創業者や新たな分野に事業展開する事業者に対し、

相談、支援体制を拡充することで、商工業の振興と新たな働く場の確保を図りま

す。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

誘致企業の雇用者数（うち市内在住

者数） 
30 人（18 人） － 

新規創業者数※ 12 人 － 

※「香取市創業塾」修了者のうち、新たに創業した者の数 

 

（主な取組内容）  

ア 企業誘致事業 

 産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、誘致対象地の調査、市ウェブサイ

トでの広報、情報収集、企業訪問等の誘致活動を実施する。立地企業に対して、

立地奨励金・雇用促進奨励金の交付等の支援を行い、企業誘致を推進する。 

 

イ （新）空き公共施設等への企業誘致の推進 

 雇用機会の拡大及び空き公共施設の有効活用を図るため、学校跡地など市が

所有する建物・用地への企業誘致を推進する。 

 

ウ （新）誘致可能な用地の確保 

 企業誘致が可能な用地の情報を収集し、用地の開発可能性などについて調査・

検討を行ったうえで、企業に対し情報を提供する。また、必要に応じ用地の取得、

造成、インフラ整備を実施する。 

 

エ （新）商業施設誘致促進事業 

 市外に流出している買い物客を市内に集客するとともに、市内での買い物の

利便性向上を図る観点から集客力の高い商業施設の誘致を検討します。 

 

 

 



第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 総合戦略 

 

48 

 

オ 中小企業の新規開業資金への支援の実施  

 香取市中小企業創業支援資金の利便性の向上、利用対象の拡大等の検討を行

い、創業を促進する。 

また、市内で新たな事業を開始する法人や個人に、市と商工会議所、商工会が

連携し、積極的な支援を行うことで市内での創業を促進する。 

 

カ （新）創業支援事業 

 香取市創業支援事業計画に基づき、市内で創業を希望する人に対し、相談や創

業に必要な資金の支援を実施する。 

 

キ （新）市内企業への就職を促進 

 市内企業の魅力を発見し、理解を深めてもらうとともに、ハローワークと連携

し市内企業への就職促進を図る。 
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③ 中小企業の活性化支援や商業団体の育成、支援                

商工会議所、商工会等と連携し、中小企業者の経営基盤強化に取り組みます。 

商店街のイベントや事業等への支援のほか、新規創業者や事業拡大等による

商店街の空き店舗活用を促進し、既存商店街の魅力向上を図り、地域で買い物が

行われることにより、地域の活性化につなげます。 

また、事業主の高齢化や後継者不足による廃業が増加していることから、事業

承継を推進します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

空き店舗新規開店数※１ ９件 － 

商工団体加入事業者数※２ 1,707 事業者 1,707 事業者 

※１ 空き店舗対策事業補助金の交付を受け、新たに空き店舗に出店した事業者数 

※２ 佐原商工会議所と香取市商工会に加入する会員の合計事業者数 

 

（主な取組内容） 

ア  商業活性化支援事業  

地域の商店街の魅力向上に向けたイベント、事業等に支援を行い、商店街の活

性化を図る。また、商工会議所や香取市商工会、商工会連合会などの各種商業団

体と連携し、基盤強化、商業活性化に向けて取り組む。 

 

ウ  空き店舗対策事業  

商業の振興を図るとともに、既存商店街の空洞化を抑制するため、空き店舗の

状況把握と、開業者に対する支援を行う。 

 

エ  中小企業者の経営体質の強化   

中小企業の経営の安定を図るため低利融資の実施及び利子補給・保証料の補

助を行うとともに、中小企業従業員の福祉の向上を図るため、中小企業従業員の

生活の安定、厚生のために必要な資金の融資を行う。 

また、経営者の経営改善化を促進するとともに、経営改善普及事業に対し支援

を行う。 

 

オ （新）事業承継支援事業 

 事業主の高齢化や後継者不足により、廃業となるケースが増加していること

から、商店街の空洞化を防ぐため、後継者の確保や第三者等への事業譲渡など、

事業承継を支援する。 
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（２）定住と香取市への交流・移住を促進 

 

 

【数値目標】 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

年間観光入込客数 720 万人 684 万人 

若年層（15 歳から 34 歳）の転

出超過数 
200 人以内 242 人 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本的方向》  

本市の人口減少が進むなか、地域ならではの活力や暮らしの充実を維持

するためには、本市の優れた地域資源を見出し、具体的な活用方策を展開

することで、移住・定住の促進をはじめ、交流人口・関係人口等の増加を

図ることが重要です。地域特性を活かした魅力あるまちづくりを推進する

ことにより、定住人口の減少に歯止めをかけ、交流人口の増大を図りま

す。「行ってみたいまち」から「住んでみたいまち」へとつながる地域の魅

力を最大限活かす取組を行い、移住・定住へとつながる支援施策を展開す

ることで、新しい人の流れを創出します。 

また、高校生アンケート（R１.11実施）の結果では、「香取市に住み続け

たい」「進学等で一度は他の地域に出るかもしれないが、また戻ってきた

い」と回答した割合が増加しており、当該世代のふるさとへの愛着度の高

まりにも留意する必要があります。自然や歴史・文化に恵まれた本市の特

性を十分認識し、児童・生徒を対象とした地域への愛着を深める教育関係

施策の実施などにより、若年層の流出防止にも取り組みます。 

(２)定住と香取市への交流・移住を促進 
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① 住環境面からの定住・移住推進体制の整備                 

ライフスタイルの多様化による核家族化や少子高齢化を伴う人口減少により

増加している空き家について、市外からの移住者や若年層世帯の利活用を促進

することで、移住・定住の促進を図ります。また、空き家物件の確保とともに、

移住希望者に対し、本市の魅力を積極的に情報発信し、地域コミュニティの維持

と、地域の活性化に取り組みます。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

空き家バンクシステムを通じた物

件の斡旋件数（３年間の累計） 
15 件 － 

 

（主な取組内容） 

ア 空き家バンク事業  

市内の空き家を有効活用し、定住促進による地域の活性化を図ることを目的

として、空き家バンクシステムを活用するほか、関係団体等と連携し、効果的な

定住誘導策に取り組む。 

 

イ 移住・定住者向け支援事業 

空き家バンクに登録された住居を購入した移住者を対象に、リフォーム費用

の補助や（仮称）地域サポーターを介して地域住民との交流を促進するなど、定

住へとつなげる支援策について検討する。 

また、移住希望者等を、新規就農につなげるような支援についても検討する。 
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② 特色ある学校教育の推進                         

郷土に誇りを持ち、香取市に住み続けたいという意識を高めるため、地域の自

然、歴史、文化など、地域の特性を題材とした教育を推進します。祭礼や地域伝

統芸能の保存・伝承への積極的な参加を促し、若者の転出防止やＵターン化を図

り、若者の流出減少に取り組みます。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

住み続けたいと思う回答率※ 55％ 50.5％（R1） 

※香取市高校生アンケートにおいて、「住み続けたい」または「進学等で一度転出しても戻

ってきたい」と回答した率の合計 

 

（主な取組内容） 

ア 地域特性活用教育推進事業 

自然、歴史、文化など、地域の特性を題材とした教育を推進し、地域の魅力に

触れ、郷土への愛着や誇りを持つことで、香取市に住み続けたいという意識を育

む教育を推進する。 

 

イ 農業体験を通じての学校教育の取組 

 米作りや野菜作りなどの体験活動をとおして、地域の特色であり基幹産業で

もある農業への意識や理解を深める。また、市内で起業している農業に関する

事業所等を紹介し、職業体験等の活動を推進することで、将来、本市の農業に

携わる人材を育成する。 
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③ 観光資源の連携による回遊性の向上及び中心市街地の活性化          

市内に点在する観光資源を組み合わせることにより、回遊性を向上させ、新た

な魅力を創出します。また、外国人観光客の誘致や戦略的プロモーションを推進

することにより、滞在時間の延長とさらなる交流・集客の促進を図ります。 

 また、小野川周辺の歴史的町並みに一層の磨きをかけるとともに、中心市街地

である佐原駅周辺の整備や橘ふれあい公園の整備などを進め、人々が集い、にぎ

わいのあるまちを目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

平均旅行消費額 6,500 円 5,481 円（H29） 

観光施設外国人年間入込数※ 14,000 人 10,893 人 

観光宿泊客数 105,000 人 55,835 人 

※日本政府観光局認定外国人案内所（佐原町並み交流館及び駅前観光案内所）の利用者

数 

 

（主な取組内容） 

ア 香取市版 DMO（観光づくりプラットフォーム）との連携 

 香取市版 DMO（Destination Marketing/Management Organization）との連携

を図り、幅広い分野の関係団体との連絡調整の場を設ける。また、関連する各種

データ等を継続的に収集･分析することで、データ等エビデンスに基づく明確な

コンセプトや戦略を策定するとともに、地域の観光関連事業者への業務支援や

コミュニケーションを通じて、多様な関係者間で戦略を共有、または合意形成が

有効に行われる仕組みを整備する。さらに、地域のイベントや観光客に提供する

サービスを向上･評価する仕組みや体制を構築し、地域の魅力向上や観光客の利

便性向上を図るなど、地域一体となった戦略的な観光振興により、更なる集客や

観光消費の増大を推進する。 

 

イ 戦略的プロモーションの推進  

行政と関係団体が連携し、戦略的及び効果的な観光プロモーションを推進す

る。メディアへの積極的な観光情報のリリースとそれによる広報宣伝事業の展

開により、市の認知度強化を推進し、メディア露出効果を誘客へ結び付ける。  

また、新たな情報通信技術の活用検討と Facebook、Instagram などの活用を実

施し、国内外に魅力ある情報を発信する取組を行うとともに、情報の相互交流や

口コミを利用した新たな観光資源の発掘や集客を図る。 
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ウ 外国人観光客等誘致事業 

国内外観光客の誘致を図るため、近隣の観光圏自治体との連携を進めるとと

もに、新たな技術を活用した移動手段の利便性向上などを検討する。 

 また、外国人観光客向けプロモーションの充実と受け入れ環境整備を進め、国

際観光を推進します。 

 

エ （新）観光商品開発事業 

 更なる観光客の誘客に向けて、近隣の自治体と連携し東国三社巡り等の新た

な観光商品の開発を行う。 

 

オ 観光振興を担う人材の育成 

既存観光資源の活用や新たな観光資源の発掘、情報発信機能の強化を図るた

め、「地域おこし協力隊」制度を活用し、人材の募集を行う。地域おこし協力隊

員については、観光振興事業の企画のほか、地域協力活動などを行いながら、市

の観光振興を担う人材として育成する。 

 

カ 成田空港へのバス定期運行の検討 

 成田空港の機能強化によって見込まれる利用者の増加を、地域の観光振興に

つなげるため、市と空港を結ぶ交通手段の検討を行う。 

 また、通勤通学等にも利用を可能とすることで市民の利便性向上を図る。 

 

キ 街なみ環境整備事業 

 重要伝統的建造物群保存地区及び景観形成地区内における良好な景観と住環

境の向上を図るため、公共施設、公共空間及び歴史的建造物等の修景及び整備を

行う。 

また、平成 30年度から工事着手している香取街道（県道佐原山田線）の無電

柱化工事について、千葉県及び関係機関と協力して早期完成を目指す。 

 

ク 複合公共施設整備事業 

 市内・市外から人を集め、中心市街地に賑わいを創出するとともに、高齢者か

ら子どもまでが、まちなかに安心して楽しく住み続けることのできるまちを実

現することを目的として、大型店舗跡地に公共施設等の生活サービス機能を集

積した複合的な施設を整備する。 
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ケ 橘ふれあい公園整備事業 

パークゴルフ場やキャンプ場などを整備し、市内・市外の利用者の交流や幅

広い年齢の利用者による世代間の交流を促進する。また、平成30年度末に完成

した体験学習施設を活用し、地域の活性化を図る。 

 

コ 観光客の滞在時間の延長 

北総四都市江戸紀行として日本遺産に認定された「佐原の町並み」やユネスコ

無形文化遺産に登録された「佐原の山車行事」、古民家を活用した宿泊運営など

を有効活用し誘客を図る。また、主要産業である農業を活かした収穫体験など本

市の恵まれた観光資源の組合せにより回遊性を向上させ滞在時間の延長を図る。 

 また、夜に開催されるイベント等の開発と支援を行う。 
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④ 新たな都市と農村交流の潮流を創出                    

農村部では、都市部に先駆けて人口減少・高齢化が進行する一方で、若者を

含め、都市住民の田舎暮らしへの関心が近年高まりつつあります（ＵＩＪター

ンの動き）。 

今後、増加が見込まれる訪日外国人旅行者の呼び込みなど観光との連携をは

じめ、教育、福祉分野等他分野と農業との新たな連携を進めます。 

また、女性や若者、高齢者の知見・感性を活かした６次産業化等への取組の

促進等により、農村部の魅力を高めるとともに、定住及び都市との地域間交流

を促進し、農村地域における所得・雇用の増加や、移住・定住につなげる取組

を行います。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

空き家バンク事業を利用した移住

者数（３年間の累計） 
10 人 － 

移住セミナー開催・参加回数（3 年

間の累計） 
10 回 １回 

 

（主な取組内容） 

ア 香取のふるさとまつり事業  

香取のふるさとまつりとして、地域住民と協働で地域の特色や地域の特産品

を生かしたイベントを開催し地域間の交流を図るとともに、香取市産の農産物・

特産品や文化資源などの魅力を市内外に発信する。 

 

イ ふるさと農園運営事業及び滞在型市民農園運営事業 

農村と都市住民との交流を促進するため、市民と都市住民に山田ふるさと農

園及び紅小町の郷ふれあい農園や滞在型市民農園クラインガルテン栗源を貸し

出し、農園を活用した交流を図るとともに、情報発信を行う。 

 

 

ウ 道の駅くりもと紅小町の郷を中心とした交流・体験事業 

都市と農村の交流及び総合交流拠点となる道の駅くりもと紅小町の郷や道の

駅水の郷さわらを活用し、農業体験や特産物の PRを行い農村の魅力を発信する。 
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エ 移住者向け情報発信事業 

 市ウェブサイトの活用や移住セミナーの開催、参加などにより、自然環境や歴

史・文化に恵まれた地域の魅力を発信するとともに、移住を検討しやすいように、

移住や定住に役立つ事業等の情報を発信する。 

  

オ 移住・定住者向け支援事業【再掲】 

空き家バンクに登録された住居を購入した移住者を対象に、リフォーム費用

の補助や（仮称）地域サポーターを介して地域住民との交流を促進するなど、定

住へとつなげる支援策について検討する。 

また、移住希望者等を、新規就農につなげるような支援についても検討する。 
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（３）出産・子育て環境の整備 

 

 

 

【数値目標】 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

合計特殊出生率 1.25 1.15 

若年層（15 歳から 34 歳）の転

出超過数 
200 人以内 242 人 

子育て施策に対する満足度※ 20.0％ △3.3％（H29） 

※市民意識調査による満足率と不満率との差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本的方向》  

人口ビジョンで示すとおり、就職・就学等の事由などから、男女とも 10代

後半から 20代までは転出超過の状況が続いており、30代についても、転入超

過の傾向がみられるものの、引き続き転出抑制、転入増加の取組が必要です。

また、合計特殊出生率についても、平成 30 年で全国の 1.42、県の 1.34 と比

較して、本市は 1.17と低い状況にあり、子どもの数や若者世代の減少は、人

口減少対策を考える上で、最も重要な課題となっています。 

このような状況から、若年層の人口流出を防ぐ一方で、出生率の向上を図る

ため、子育て世代が「ここで子どもを産み育てていきたい」と思えるまちづく

りを進めます。子育て世代への支援施策の充実、子育て環境の整備のほか、と

りわけ地域における子どもの見守りを加えた３点を柱とし、若い世代が希望

どおりに結婚し、子どもを産み育てることができるよう、結婚から子育てに至

る切れ目のない一貫した支援措置を充実させるとともに、家庭、地域、保育所、

幼稚園などと幅広い連携施策を講じ、子育て家庭を地域全体で支え、市民が安

心して子育てのできるまちを目指すことにより、若年層の流出に歯止めをか

け、転入を促進し、出生率の向上を図ります。 

(３) 出産・子育て環境の整備 
～ 若い世代の希望をかなえるための環境を整備 ～ 
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① 子育て家庭への経済的負担の軽減                     

若い世代が希望どおりに結婚し、子どもが持てるように、結婚から子育てに至

るまで経済的な負担軽減を図ります。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

不妊治療の助成による出生数 

(３年間の累計) 
13 人 － 

 

（主な取組内容） 

ア 不妊治療費助成事業 

 不妊治療を受けている夫婦の不妊治療費用の一部を助成することにより、経

済的負担の軽減を図る。 

 

イ 子ども医療費助成事業 

子ども保健対策の充実及び経済的負担の軽減を図り、子どもの健康増進及び

子育て支援体制の充実に寄与するため、本市に住民登録のある０歳から高校生

世代（18歳到達後の最初の３月 31日）までの子どもの保険医療費の全部又は一

部を助成する。 

 

ウ ひとり親家庭医療費等助成事業 

 ひとり親家庭の福祉の増進を図るため、18 歳の年度末までの児童を持つ、ひ

とり親家庭等の親や養育者及びその児童に対し、入院、通院及び調剤等、保険医

療給付の自己負担額の一部を助成する。 
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② 出生率の向上                             

市内のすべての妊婦が市外の医療機関で出産している現状の早期改善と出産

から子育てまでを安心して生活することができる連続的な地域医療体制を構築

するため、産科クリニック等の誘致に取り組みます。また、第３子に対する出産

を積極的に推進することで、出生率の向上を図ります。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

産科クリニック等の誘致 誘致の実現 － 

 

（主な取組内容） 

ア 産科クリニック等誘致事業 

 市内のすべての妊婦が市外の医療機関で出産している現状の早期改善と出産

から子育てまでを安心して生活することができる連続的な地域医療体制を構築

するため、産科クリニック等の誘致に取り組む。 

 

イ 第３子支援制度（保育料の軽減） 

 子育て家庭の経済的負担を軽減し、積極的に第３子以降の出産を促すため、小

学校就学前の子どもが２人以上いる家庭で、同時に特定教育・保育施設又は特定地

域型保育事業を利用している場合（特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難

聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入

所又は児童デイサービスを利用している場合を含む。）における保育料の月額を、３

人目以降は無料とする（２人目は半額）。 
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③ 地域における子育て支援体制の充実                  

地域の子育て家庭への支援は、核家族化や地域のつながりの希薄化、子ども

の数の減少などを背景に、親の就労に関わらず、子育て家庭を地域で支え、子

育てにおける孤立化や不安感、負担感を軽減していくための施策の展開や、社

会全体で子育てを支える環境づくりが求められています。そのため、家庭、地

域、保育所、幼稚園などと幅広い連携を一層図り、子育て家庭を地域全体で支

え、市民が安心して子どもを産み育てられるまちを目指します。 

さらに、子育てに関する相談ができる環境づくりを進めるとともに、保育ニ

ーズの変化に応じた環境や機能の充実を図り、切れ目ない子育てサービスの提

供を目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

特定教育・保育施設等待機児童者数 ０人 ０人 

放課後児童クラブ待機児童数 ０人 30 人 

 

（主な取組内容） 

ア 放課後児童クラブ施設整備・運営事業 

 小学校に就学する児童で、放課後や学校休業日等に家庭において適切な保護

を受けられない場合、児童の健全な育成と事故防止を図るため、地域の実情と必

要性に応じて、放課後児童クラブを整備・運営する。 

 

イ ファミリーサポートセンター事業 

 地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化を図

るため、乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等

の援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互に

助け合う活動に関する支援を行う。 

 

ウ 一時預かり事業 

保護者の急な用事や短期の就労等により、家庭での保育が困難となった乳幼

児の一時的な保育を保育所などで実施する。 

 

エ 家庭児童相談室設置運営事業 

 家庭児童相談室を子育て世代包括支援センター内に設置し、家庭相談員が家

庭における人間関係の健全化及び適応性を育成するなど、家庭児童福祉に関す

る相談指導を行う。 
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オ 地域子育て支援センター事業 

地域の子育て支援センターを子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点

として、子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを推進するため、

保育所に入所していない就学前の乳幼児とその保護者に対し、子育てに関する

相談全般や遊びなどの指導を実施する。 

 

カ 子ども・子育て支援事業 

第２期香取市子ども・子育て支援事業計画に基づき、幼児期の学校教育や保育、

地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を図るとともに、毎年、香取市子ども・

子育て会議により評価検証を行う。 

 

キ 母子・父子福祉推進事業 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子及び父子並びに寡婦の自立を

支援するため、子育て世代包括支援センターにおいて、ひとり親家庭等の自立支

援や相談を実施する。 

 

ク 幼保一元化施設整備事業 

 幼児期における子ども一人ひとりの育ちを支援する質の高い保育・教育を一

体的に提供するため、保育所と幼稚園の統合整備による幼保連携型認定こども

園への移行を検討し、保護者の就労の有無に関わらず地域の子どもや家庭が利

用できる施設として育ちと学びの連続性を踏まえた教育を実施する。 

 

 

コ 子育て世代包括支援センター運営事業 

 母子健康手帳の交付をはじめ、妊娠･出産･子育て期に関する各種の専門的な

相談に応じ、必要な情報提供や助言、保健指導を行うほか、家庭児童相談室の機

能を核として、特定妊婦や保護が必要と思われる児童への支援を実施するなど、

子育てに関する窓口を集約し、一体的な運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 総合戦略 

 

63 

④ 保健機能の充実                            

妊婦や乳幼児の健康診査、新生児訪問指導や保健指導等の母子保健サービス

を住民に身近な場所で受けられるようにするなど、母子保健医療体制の整備を

進めます。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

「香取市健康相談ダイヤル 24」へ

の相談件数 
3,800 件 3,610 件 

生後４か月までの乳児のいる家庭

への訪問率 
90.0％ 76.1％ 

 

（主な取組内容） 

ア 健康医療電話相談サービス事業 

急な病気・けがで困った時の対応や健康・医療・育児・介護に関する相談に、

医師・保健師・看護師などが 24時間年中無休で電話相談サービスを提供し、市

民の健康医療や介護・子育てに関する不安等の軽減を図る。 

 

イ 乳児家庭訪問事業 

 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭に、助産師・保健師等が訪問し、育

児相談、子育て支援に関する情報提供を行うとともに養育環境の把握及び助言

を行う。 

 

ウ ママパパ教室事業 

 助産師、保健師等が、妊婦と夫等を対象に妊娠・出産・育児に関する知識や父

親の役割等について集団教育を実施する。 

 

エ 発達相談事業 

 乳幼児健康診査等で言語・情緒・運動・発達の面で支援が必要な乳幼児と保護

者に対して相談・指導（個別・集団）を実施する。 
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（４）時代にあった地域の創造 

 

 

 

【数値目標】 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

住み続けたいと思う市民の割合※ 70.0％ 64.6％（H29） 

※市民意識調査において、「今の場所に住み続けたい」または「市内で引っ越したい」

と回答した率の合計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《基本的方向》  

 住民自治協議会をはじめ、様々な市民団体の活動の場や機会を創出、支援

することにより、地域における身近な課題や高度化する市民ニーズに応じ、

市民が主体となり、積極的に地域づくりを進めていける環境を整備するなど、

引き続き、市民協働による地域づくりを推進します。 

また、今後の人口減少社会に対応するため、身の丈に合った公共施設の再

編統合と維持を計画的に行うほか、都市機能の集中的な配置や公共交通網等

の整備による市内の交流活動ネットワークの進展を考慮することにより、効

果的かつ効率的な行政サービスの提供や施設の維持に係る経費の削減を図る

とともに、必要に応じ、周辺自治体と機能連携するなど、限られた資源を有効

活用しながら、市民の安心した暮らしの担保と、に適切なサービスを提供す

る体制を整備します。 

もちろん、時代の変化や複雑多様化する市民ニーズへ的確に対応するため、

様々な機会を通じ、市民の声を施策に反映しながら、各施策の実施にあたり

ます。 

(４) 時代にあった地域の創造 

～安心な暮らしを守るとともに、地域と地域の連携を促進～ 
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① 市民協働による地域づくり                        

 市民と行政がそれぞれの役割を認識し、共に考え、共に行動し、地域交流の活

性化や地域における課題解決という共通の目的に向かって、理想的なまちをつ

くりあげていくため、住民自治協議会や自治会、各種市民活動団体への市民参加

を促し、市民と行政の協働により持続可能な地域社会の構築を目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

住民自治協議会の事業・活動に参加

したことのある者の割合 
30％ － 

 

（主な取組内容） 

ア 市民協働まちづくり活動事業 

香取市市民協働指針「かとりの風」で示した市民協働によるまちづくりを進め

るため、概ね小学校区ごとに住民自治協議会が設立され、行政と協力・連携し、

地域の課題解決と活性化に向けた活動が地域主体で展開されている。 

 市は、その活動に対して人的・財政的の両面から支援を行う。 

 今後、更に住民自治協議会の自立を促進し、地域への愛着をよりどころに地域

特性を生かした魅力ある地域づくりが展開されることにより、活力の維持・向上

を目指す。 

  

イ 地域振興事業 

地域の活性化とともに、市民活動団体の活動の継続性を高めるため、市内で活

動しているテーマ型市民活動団体等に対し、市民が地域の課題解決や活性化の

ために行う地域の特色を生かした事業に対して補助金を交付する。 
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② 公共交通の利便性の向上                         

 市民の身近な交通手段である路線バスの運行維持を図るとともに、地域住民

の生活スタイルや生活圏を考慮しながら循環バスなどの利便性の向上を図り、

併せて、新たな運行形態について検討し、地域に密着した公共交通の確保を目指

します。 

 また、本市から市外または県外・東京への通勤・通学の利便性を向上し、定住

性を高めるとともに、東京及び成田空港からの観光目的の来街者に対する鉄道

及び高速バスの利便性を向上し、交流人口の拡大を図ります。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

市内バス停からの高速バス年間乗

降者数 
268,000 人 261,399 人 

公共交通利用者数(鉄道・高速バス

を除く) 
126,000 人 127,708 人 

 

（主な取組内容） 

ア バス路線運行事業 

 市民の身近な交通手段であるバス路線の運行を維持し、地域住民等の交通手

段を確保するため、廃止路線代替バスなどへの運行費を補助する。 

 また、NPOなどの新たな運営主体に対してのサポートを行う。  

 

 

イ 循環バスの利便性の向上及び乗合タクシー運行事業  

 交通空白・交通不便を解消・縮小し、地域住民等の交通手段を確保するため、

循環バスの利便性の向上を図るとともに、新たな公共交通運行形態として、乗合

タクシーの運行を実施する。 

また、新たなモビリティサービスを検討する。 

 

ウ バスターミナル整備事業 

 既存バス路線のサービスレベルの強化、新規路線の整備を進めるため新たに

バスターミナルの整備を実施する。市内に居住しながら、東京圏等への通勤・通

学を可能とし、若年層の定住選択が可能となる環境の実現と首都圏と成田空港

への交通アクセス向上による国内外からの交流人口拡大を目指す。 

 

 

 



第２期香取市まち・ひと・しごと創生総合戦略 総合戦略 

 

67 

 

エ 鉄道の利便性の向上 

運行本数の減少と成田駅での乗換が必要な運行が増えたことにより、利用者

の利便性が低下しているが、市内に居住しながら、通勤・通学ができる環境を維

持するため、鉄道ダイヤの維持と利便性の向上について、関係機関への要望を行

う。 
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③ごみ処理体制の充実                           

 市民、事業者、行政の役割分担と協働のもと、ごみの発生抑制、減量化、資源

の再利用・再資源化を推進し、ごみ処理の責任体制を明確にし、その適正処理を

推進するとともに、資源循環型のまちを目指します。 

また、効率的なごみ処理を進めるため、香取広域市町村圏事務組合と協議、連

携し、経年劣化による老朽化の著しいごみ処理施設の更新整備を進めます。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

一般廃棄物のリサイクル率 23.0％ 19.1％ 

 

（主な取組内容） 

ア ごみ出し困難者対策事業 

高齢化社会に向けたごみ出し困難者対策として、65 歳以上の介護保険法で要

介護及び要支援と認定とされている人等を対象として、ごみ出し困難者に対し

戸別収集を継続して実施する。 

 

イ 循環型社会の確立 

リサイクルの促進によるごみ減量化は、ごみ処理経費の縮減や地球温暖化対

策にも寄与するものであることから、３Ｒ（リデュース：廃棄物の発生抑制、リ

ユース：再使用、リサイクル：再資源化）を積極的に推進する。 

 また、ボランティアによるクリーン作戦等を支援し、自然、歴史及び文化が豊

かな美しいまちを大切にする。 

 

ウ （新）ごみ処理施設整備 

 既存の可燃ごみ処理施設及び不燃・粗大ごみ処理施設は、経年による老朽化と

ごみ質の変化、さらには、災害時に備えた強靭性の確保や焼却時に発生する熱エ

ネルギーの利活用などの課題が顕在化しており、省エネ・創エネの促進、災害対

策の強化等を勘案して、可燃ごみ処理施設、不燃・粗大ごみ処理施設及び最終処

分場について、ごみ処理事業の運営主体である香取広域市町村圏事務組合と協

議、連携し施設の更新整備を進める。 
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④ 再生可能エネルギーの利活用                       

自然保護、環境への負荷低減の意識を醸成するとともに、地域資源から得られ

る経済的メリットを地域の環境整備に還元し、自然と共生するまちを目指しま

す。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

再生可能エネルギーの導入量※ 8,382kw 7,424kw 

※市太陽光発電所及び市が補助した住宅用太陽光発電による電力量 

 

（主な取組内容） 

ア 太陽光発電施設運営事業  

地球温暖化防止対策を推進するため整備した太陽光発電施設による売電収入

を有効活用し、生活環境整備のため事業を実施する。 

 

イ 低炭素社会の創出  

太陽光・太陽熱・バイオマス等の多様な自立・分散型の再生可能エネルギーの

導入を推進し、災害に強い安全で持続可能な社会を構築し、人々が集うまちを創

造するため、低炭素で省エネルギー型のまちを創出する。 
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⑤ 安心・安全な水の安定供給                       

水道施設の老朽化による更新需要の増加、人口減少などによる水需要の低下

に伴い、将来的に経営環境の悪化が懸念される中、安全な水を安定して供給する

ため、千葉県水道ビジョンに基づく香取ブロック（香取市・神崎町・多古町）の

広域連携を推進し、経営基盤の強化を図り持続可能な水道事業を運営します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

広域化基本計画の策定 計画の策定 — 

 

（主な取組内容） 

ア （新）水道事業の広域連携の推進  

安全な水を安定して供給するため、各水道事業の現状と課題を把握したうえ

で、施設整備計画や財政計画などのシミュレーションを行い、広域化の方針を示

す基本計画を策定し、香取ブロックの広域連携を推進する。 

 

イ （新）老朽化した水道施設の更新  

老朽化した浄水場及び管路などの更新を行うとともに、更新に合わせ施設の

統廃合を行い、経営基盤の強化を図ります。また、香取ブロックでの広域連携を

視野に、適正な規模で効率的な施設更新を行うとともに、災害等の影響を考慮し

耐震化を進めます。 
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⑥ 公共施設ストックマネジメントの強化                  

 公共施設・公共インフラが老朽化等により更新時期を迎える中で、施設等の

維持管理は、今後、市の財政的負担の面などからも大きな課題となることか

ら、公共施設等を計画的に管理するため、公共施設マネジメントに取り組みま

す。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値 基準値（H30） 

公共施設等総合管理計画の更新 R３年度中に更新 — 

 

（主な取組内容） 

ア 公共施設等総合管理計画の推進および更新 

 香取市公共施設等総合管理計画の基本的な方針である公共施設総延床面積

25％縮減の実現に向け、個別計画を策定して推進していきます。 

 特に、学校、保育園、幼稚園等の統廃合による空き施設の有効活用を検討する。 

 また、個別施設計画の内容を踏まえ平成 27年度に策定した公共施設等総合管

理計画の更新を行う。 

  

イ 複合公共施設整備事業【再掲】 

 市内・市外から人を集め、中心市街地に賑わいを創出するとともに、高齢者か

ら子どもまでが、まちなかに安心して楽しく住み続けることのできるまちを実

現することを目的として、大型店舗跡地に公共施設等の生活サービス機能を集

積した複合的な施設を整備する。 

 

ウ （新）空き公共施設等への企業誘致の推進【再掲】 

 雇用機会の拡大及び空き公共施設の有効活用を図るため、学校跡地など市が

所有する建物・用地への企業誘致を推進する。 
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⑦ 小中学校の再編及び施設整備                            

 次世代を担う児童・生徒の人間力を育てるため、確かな学力の向上、豊かな心

と健やかな体を育む教育環境が整っているまちを目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

児童数 120 人未満の小学校数 ９校 14 校 

中学校単学級化の校数 ２校 ３校 

 

（主な取組内容） 

ア 学校等適正配置計画実施プランの推進 

少子化による児童・生徒の減少に伴う小中学校の小規模化に対処するため、市

民協働で学校再編を検討し、教育環境の不均衡の是正並びに、維持向上を図る。

また、統合する学校に対し、円滑に統合が行われるよう、統合に伴い必要となる

スクールバスの運行や学校施設の整備等の支援を行う。 

 

イ スクールバスの運行 

児童・生徒が小中学校の学校再編に伴い遠距離通学（通学時間が 30 分程度、

通学距離が小学校においては２km以上、中学校においては６km 以上の距離）と

なる場合、スクールバス等の運行を行う。 

 

ウ （新）長寿命化改修事業等の実施 

築 40年を経過した校舎・屋内運動場について、長寿命化が可能な施設につい

て長寿命化改修工事を実施し、コストの縮減を図るとともに、安全で快適な教育

環境を整備する。 
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⑧ 安心で安全なまちづくり                        

 交通安全・防犯対策及び地域防災体制の構築による、安心で安全なまちづくり

が求められています。 

 自助・共助による地域防災体制の充実ととともに、住む人が健やかに暮らし、

住んでよかったと思われるまちづくりを推進します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

人口1,000人当たりの交通事故発

生件数 
2.6 件 2.6 件 

自主防災組織の組織数 185 団体 115 団体 

 

（主な取組内容） 

ア 交通安全対策施設整備事業  

 交通マナーの意識向上や視認性の高い交通安全施設の整備拡充を図り、未就

学児や高齢者が安心して暮らし、外出が出来る地域社会を造る。 

 

イ 防犯対策事業 

犯罪防止や詐欺対策のため、街路防犯カメラ等の整備を進め、市民が不安無く

安心して暮らせる地域社会を造る。併せて、防犯灯の設置や安全のための防犯パ

トロール隊の活動支援、災害時においても市民と市が双方向に情報共有できる

環境安全対策の支援ツールの構築を進める。  

 

ウ 防災対策事業  

 令和元年の大規模な台風災害の経験を踏まえ、香取市地域防災計画の見直し

を行い、防災体制の強化充実を図る。また、香取市備蓄計画の見直しを併せて行

い、備蓄品の品目・数量を充実させるとともに、必要な防災資機材の確保に努め

る。 

 

エ 地域防災力の向上 

 自助、共助に対する重要性の理解を深めてもらうため、市民へ出前講座などを

通じ周知を促す。また、地域防災力向上のため自主防災組織等の設立、育成及び

活動の活性化を図る。 
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⑨ 高齢者の健康長寿に向けた取組                   

 介護を必要な人が必要な時に受けられる充実したサービス体制の整備や一歩

進んだ介護予防の推進により、高齢者が生きがいを持って暮らせるまちを目指

します。 

また、介護予防事業や保健事業などにより、高齢者がいつまでも元気に暮ら

せる社会を目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

介護予防教室参加者数（実人数） 2,300 人 784 人 

地域サロン設置数 15 ヶ所 ６ヶ所 

 

（主な取組内容） 

ア 介護予防事業 

 高齢者が日常生活において要介護状態になることを防ぐため、65歳以上の方

を対象に、指導員等により転倒骨折予防、認知症予防教室等を開催する。 

 

イ 予防接種事業 

 高齢者に対して予防接種法で規定されている予防接種（インフルエンザ予防

接種・肺炎球菌予防接種）を、個別接種により実施する。 

 

ウ 市民主体の健康づくり活動の促進 

 地域全体で健康増進に取り組み、市民主体の健康づくり活動の活性化を図

る。 
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⑩ 地域間交流と近隣自治体等との連携                         

姉妹・友好都市や共通の課題・目的を持つ他自治体との交流を通して、市民の

感性や想像力が醸成される街を目指します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

新たな姉妹都市等交流事業の実施件数 ３件 － 

 

（主な取組内容） 

ア 広域交流・連携事業  

 今後の人口減少・少子高齢化の進行に対応するため、共通の課題や目的を持つ

近隣自治体との連携し、持続可能な圏域づくりを進めるほか、地域振興事業など

の広域プロジェクト活動を推進する。 

 

イ 姉妹都市等交流事業 

 都市間の相互理解や友好親善の推進、地域の振興・活性化につなげるため、姉

妹都市である兵庫県川西市、友好都市である福島県喜多方市などとの交流活動

を行い、相互の産業の振興、人材の育成などを図る。 

 また、ゆかりのある全国の自治体などとの連携により地域活性化に取り組む。 

 

ウ 高校・大学等との連携事業 

 様々な分野に関する地域の課題解決や活性化を図るため、高校、大学等の協力

関係を一層強化し、連携事業を推進する。 
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⑪ 歴史と文化を活かしたまちづくり                         

祭礼などの地域行事を通じ、地域のつながりを深め、地域の活性化を図るとと

もに、郷土への愛着を育むことで、若者の転出を抑制します。 

 

○重要業績評価指標（KPI） 

評価指標 目標値（R4） 基準値（H30） 

国・県・市指定文化財件数 188 件 183 件 

 

（主な取組内容） 

ア 伝統文化の継承と文化財の維持 

山車行事や神楽をはじめとする伝統文化の継承、指定文化財の維持管理は、少

子高齢化等により維持することが困難な状況にあることから、後継者の育成や

活動の支援を図る。 

 

イ 文化遺産・指定文化財等の利活用の推進 

 数多く文化資源を持つ歴史のまちとしての特性を維持し、観光事業に活用し

ていくために三菱館などの建造物等を修理・保存する。また、郷土教育、地域理

解、学校教育での有効活用を図る。 

 

ウ 伊能忠敬記念館の機能拡充 

 伊能忠敬翁の業績に関する調査研究を行うとともに、外国人や小中学校団体

などの見学対応ができるようデジタル機器等の最新の手法を活用した常設展示

等の改修を実施していく。 

 また、市民が学芸員のように、忠敬翁の業績についての知識を蓄積し理解を深

めるための取組を実施する。  
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９．総合戦略の推進にあたって  

 

（１）全庁体制による総合的・横断的な施策の推進  

本市では、国のまち･ひと･しごと創生法の制定に対応し、人口問題対策を軸と

する施策の全庁的な推進を図るため、その実施にあたり、庁議において協議・検

討することを基本としています。既存の行政分野にとらわれることなく、実効性

の観点から総合的・横断的な施策の推進を図ります。  

 

（２）国・県との連携の推進と制度の積極的な活用  

総合戦略で掲げる目標を実現するため、国の方針を踏まえるほか、千葉県の総

合戦略とも継続的かつ綿密な連携を図るとともに、効率的かつ円滑な事業の展

開に努めます。  

 

（３）施策の検証及び戦略の見直しによる総合戦略の推進 

市民、地域産業関係者、行政機関、教育機関、金融機関等の有識者で構成する

香取市まち・ひと・しごと創生推進会議により、総合戦略策定における意見の聴

取及び内容の審議を行うとともに、総合戦略を計画的に推進するため、施策・事

業の定期的な検証作業の実施及び戦略の見直し提言等を受ける仕組みを構築し

ます。 

 


